
【別表】

採用予定
人数

応募資格

※今後の予算状況等により、採用予定人数が変更される場合があります。

１週間の勤務日　　月曜日から金曜日のうち４日間
１日の勤務時間　　午前８時３０分から午後５時００分まで（７時間３０分）
１週間の勤務時間　計３０時間以内

休憩時間　　　　　　１時間

※勤務日及び勤務時間は相談の上、変更となることがあります。

島田市教育委員会社会教育課青少年係（島田市中央町５番の１）

週休日（土曜、日曜）
国民の祝日に関する法律に規定する休日
令和５年12月29日から令和６年１月３日まで

１　報酬月額　１３１，４５８円（週３０時間勤務の場合）
　※経験年数に応じて加算されることがある
　※上記報酬額は、人事院勧告等の影響により任用までの間に改定されることがある
　※特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬を関係例規に基づき支給

２　費用弁償　　通勤及び旅費に係る費用を関係例規に基づき支給

３　期末手当　　期末手当を関係例規に基づき支給
　※期末手当支給月数は、島田市職員の給与に関する条例が改正された場合、年度途
中で変動されることがある

社会教育課青少年係
（０５４７－３６－７９６３）

勤務条件・職務内容等

任用期間

職務内容

家庭教育指導員 １名程度
・教員、養護教諭、保育士等、児童と関わる資格や経験
・ＮＰＪ認定ＮＰファシリテーター及びＢＰＪ認定ＢＰファシリ
テーター又は家庭教育支援に係る同等の資格

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
※任用後、１月間は条件付採用

・家庭教育学級との連絡調整、予算取りまとめ
・家庭教育講座の企画・運営
・家庭教育講演会の企画・運営
・家庭教育推進グループの指導・育成
・ベビーブログラム、コモンセンス・ペアレンティング、子育て支援教室（ＮＰ）、ペアレント
プログラムの講師

島田市パートタイム会計年度任用職員採用試験　職種別詳細

職種区分 職種または業務内容
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